
教第34号議案  

神戸市教育委員会事務局設置に関する規則の一部を改正する規則について

神戸市教育委員会事務局設置に関する規則の一部を改正する規則を次のように制定

する。

令和元年８月19日提出  

神戸市教育委員会事務局設置に関する規則の一部を改正する規則

神戸市教育委員会事務局設置に関する規則（昭和32年８月教育委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「神戸市中央区加納町６丁目５番１号」を「神戸市中央区東川崎町１丁目

３番３号」に改める。

 附 則

（施行期日）

１ この規則は，令和元年９月９日から施行する。



（ 参 考 ）

神 戸 市 教 育 委 員 会 事 務 局 設 置 に 関 す る 規 則 ぬ き が き

（ は ， 改 正 部 分 を 示 す 。）

（現   行） 

第１条 神戸市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)は，神戸市中央区加納町６丁

目５番１号にこれを設置する。 

（改 正 後） 

神戸市中央区東川崎町１

丁目３番３号
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